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私たちは、プラスチック製容器包装の効果的・効率的で持続可能な再商品化
システムの構築を目指し、循環型社会の形成に寄与します。

そのために下記項目について重点的に活動し、広く情報開示に努めます。

●再商品化の実態把握と研究

●３Ｒ、特にリデュースの推進

●主体間の連携

●再商品化に関する普及・啓発

●特定事業者の役割の完全履行

ビジョン
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関連ウェブサイト
財団法人日本容器包装リサイクル協会
http://www.jcpra.or.jp/00oshirase/kyosyutsukin.html

改正容器包装リサイクル法（平成18年6月）により新設された市町村への
資金拠出制度（「市町村に対する金銭の支払」の条項）が、2008年4月に施
行されスタートしました。この制度は、市町村による容器包装廃棄物の分別
収集の質を高め、再商品化の質的向上を促進するとともに、容器包装廃棄
物のリサイクルに係る社会的コストの効率化を図るとの考え方から事業者が
市町村に資金を拠出する制度です。

１．拠出金制度スタート

＜資料：財団法人日本容器包装リサイクル協会より＞

2 2008年度のトピックス
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２．３Ｒ事例集の発行（３Ｒ推進に向けた事業者の取り組み）

平成２０年１２月発行

プラスチック製容器包装

                                                                          
３Ｒ事例集

プラスチック容器包装リサイクル推進協議会は、2008年度活動のひとつ
として特定事業者の3R推進活動の一端を「3R事例集」にまとめました。

「３R事例集」は、2005年度よりスタートした容器包装３Ｒ推進のための
「自主行動計画」の一環として、特定事業者の日ごろの事業活動の成果
を、広く一般の方に知っていただくことを目的として作成されたものです。

事業者による３Ｒ取り組み事例を通して、今後更なる３Ｒの推進につながる
ものと確信しています。

関連ウェブサイト
当推進協議会ホームページ
http://www.pprc.gr.jp/news/2008122610023895.html

[2008年度３R事例集]

会社名 中央化学株式会社

商品名 化粧液用　容器　10ml～30ml 事例項目 軽量化

原反シートをソリッドタイプから発泡層を含む3層構
造タイプに改善するとともに、無機物の充填剤（副
原料）の比率を下げて、24％の軽量化を実現。

【事例説明】

当社既存製品CTデリカンと発泡素材使用のCTF
SFDの同一サイズ製品の重量を比較(1枚当たり)
CTデリカン15-11身　　7.2ｇ
CTF　SFD15-11SW　 5.5ｇ
    　　　　　               1.7ｇ、24％削減

【効果】

会社名（推薦会員） 東都成型株式会社（日本ポリエチレン製品工業連合会）

容器の重量を12%削減
【事例説明】

年間樹脂削減量(平成19年度販売実績数より算出)
11トン

【効果】

商品名 軽量化事例項目CTF　SFD　15-11SW

改良前

改良後

CTデリカン15-11身 CTF　SFD15-11SW

[事 例]
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３．出前講座

プラスチック容器包装リサイクル推進協議会（以下「プラ推進協議会」と

いう）では、中長期的な視点に立った専門委員会を2002年に立ち上げ、

多くの取り組みテーマの中から年度毎に優先すべきテーマを選択して取

り組んで来ました。

2008年度は、｢連携と協働｣に関するプラ推進協議会でなし得るものと

して、１町内会の人たちにプラスチックの特性や再商品化を知ってもらう

ことを主眼にした啓発活動を実施しました。

このような啓発活動をすることによって、その他プラスチックの適切な

分別排出、更には分別収集の効率化が進むことを期待し実施しました。

約6ヶ月間にわたり、『出前講座』の形で実施しました。

この取り組みを実施するに当たって、①迅速な行動が取りやすい関東

圏であること②(財)日本容器包装リサイクル協会が査定する分別基準

適合物の品質レベルが上位にあることに該当する市町村を対象とし選

定しました。

今回はその市町村の中から、約500の世帯数を有する団地を対象とし

て実施しました。

実施内容

１）アンケートの実施(出前講座前後2回実施)

２）6ヶ月程度の期間を設け、出前講座を実施

３）秋祭りに合わせて、出前講座はクイズ大会の形で実施

４）出前講座開始前、終了後の組成分析調査の実施

（１）目的

（２）実施内容
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１） アンケート概要

(1) 受講の結果､有効なリサイクル､

分別の意義が理解された様であ

る。

(2) 市民がリサイクルの方法を理解

できれば、分別排出の意欲が高

まる。

(3)分別排出後のリサイクルについ

ての広報不足の指摘が多い。

(1)資源物プラの分け方は概ね徹底

されており､市から配布のパンフ

レット､プラマーク表示に沿って排

出されている。

(2)汚れたものは可燃ごみに出して

おり､概ねきれいにして出してい

る。

(3)どんなものにリサィクルされてい

るかについては殆ど知らない。

出前講座終了後出前講座開始前

２）出前講座の内容

講座は、プラスチックの利用から廃棄の段階までについて、分かりや
すいように進めました。
また、講座は、ビジュアルな進め方で実施しました。
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３）クイズ大会

秋祭りのイベントとして、プラスチックに関するクイズ大会を開催しました。

出前講座クイズ大会風景

４）組成分析調査結果

出前講座開始前と、終了後の組成分析調査結果で比較すると、下表の
通り好転しています。

7.415.9汚れたもの

汚れたもの

8.5%減少

92.684.1きれいなもの汚れた資源プ

ラの排出状況

(%)

3.88.0上記以外のプラ

容リプラ

4.3%増加

96.291.9容リプラ排出比率(%)

備考終了後調査事前調査主な項目
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中長期ビジョン専門委員会で選択したこのテーマ（連携と協働）の実施に
あたっては、各委員、事務局総動員であったが、１町内会の方々と6ヶ月間
にわたって、対話が出来たことは、結果として大きな財産になったものと判
断しています。
そもそも、環境問題の取り組みは、１主体でなし得るものではなく、如何に
して各主体が共通認識のもとで進めるかに懸かっています。今回の町内会
との試みは、町内会を通して、そのきっかけ作りを果たしたものと考えてい
ます。
我々事業者が市民と対話をすることは、世に商品を提供している主体者と
して、市民に商品だけでなく我々が目指す円滑な容リ法の運用、その他プ
ラの再商品化の高度化等に資する活動を理解してもらい、協力を仰ぐため
の初期行動でもあります。
こうした行動自体は、個別企業ごとに環境報告書、ＣＳＲレポート等で相応
の対応はなされていますが、廃棄物、特にプラ容器包装については極めて
課題の多い領域であります。
当専門委員会として、今回の実施から、啓発活動を根気よく継続すること
が求められていると認識しており、このことが今後の重要課題であります。

＜中長期ビジョン専門委員会＞

（３）まとめ
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２００８年度の活動

昨年度までの5年間は、材料リサイクル専門委員会とケミカルリサイク
ル専門委員会それぞれ個別に活動して来ましたが、今年度は合同委員
会として、サーマルリサイクル手法も含めて、広く再商品化事業全般に
わたって事業者を訪問して意見交換するとともに、委員会において問題
点とその検証方法の議論を行いました。

材料リサイクル、ケミカルリサイクル及びサーマルリサイクルの再商品化

事業者を訪問しました。それぞれの事業者から聴取した特徴的事項を列

記すると以下の通りです。

①製品はペレット品（ＰＥ単体、ＰＰ単体、ＰＥ・ＰＰ混合）

②ＰＥとＰＰを単体選別することで、従来より高値で販売することが可能

であり、高付加価値製品の用途が拡がると考えている。

③特殊な着色を行うことで淡色化製品が可能であり、家電向けを想定し

て開発を行うなど、用途開発に積極的である。

④袋類主体の軟質材では強度が足りず、強度を要求される部位への使

用は難しい。

⑤発泡ＰＳはインゴットにしているが、溶融温度が高い硬質系ＰＳは残渣

になっている。（残渣は製紙用ＲＰＦ化）

⑥材料リサイクルは、非優先では事業を存続することはできない。

⑦製品価格は昨年後半からの経済収縮の影響を受けている。

１．再商品化手法の検討

3

（１）概要

（２）事業者訪問

１）材料リサイクル
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①製品は発電用精製ガス（自社で利用）
金属類（銅、鉄、亜鉛、鉛等）、スラグ、硫黄や水処理による塩などの生
成物すべて有価で販売しており、全量リサイクルできる高度な廃棄物
処 理が特徴である。
②産廃の処理費用は、他社より高く、高度なソリューションを理解してく
れる顧客が対象である。

①容リプラ*による利用製品に求められる高いエネルギー利用率やボイ
ラー効率を達成できるのは、製紙会社が保有する高効率ボイラーであり、
ＲＰＦは石炭相当の6000kcal/kg以上の発熱量で、プラと紙を5:5で配合す
る。
②産廃による収率は98％以上で、容リプラについて実験的に行った結果
で92％程度であった。
＊容リ法で定められたルートで収集されたプラスチック製容器包装

１）活動目的
材料リサイクル（ＭＲ）優先の撤廃、燃料化手法の導入を目的に再商
品化製品の評価を公正に行い、2010年度入札に反映できるよう第2弾
の要望書を出すべく準備した。

２）考えられる論拠
①多様な再商品化手法のバランスのとれた組合せの確保
②環境負荷の評価
③ＭＲの利用製品の市場、需給バランス

３）具体的内容
①有効利用率
②協会引取量に対するリサイクルできない量の比率を求める。
③利用製品調査
パレット：日本パレット協会から使用量、規格、用途、樹脂組成を聴取
する。
再生ペレット：ＭＲの事例が抽出可能な利用事業者を選定し、訪問調
査する。

２）ケミカルリサイクル

３）サーマルリサイクル（製品は固形燃料（ＲＰＦ））

（３）委員会
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４）結果
①材料リサイクル優先の撤廃有効利用率
ＭＲの増加に伴い利用率が下がっていることを示しているが、インパクト
のある数字の変化には見えない。
利用製品調査
日本パレット協会からは論拠にできるような内容は聴取できなかった。
再生ペレットの利用事業者に関する情報が少なく、候補を選定できな
かった。
②燃料化手法の導入
手法として認められたものの入札への参加の機会が与えられていない
固形燃料化について、来年度の入札でのモデル事業としての導入とい
う目標は達成できなかった。
容リプラ（自治体独自ルート分）を用いた実証試験を計画しており、来年
度の実施を予定している。

＜材料リサイクル専門委員会・ケミカルリサイクル専門委員会
合同委員会＞
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２．自治体との交流会と実態調査

自治体調査専門委員会は、自治体における分別収集・選別の実態把握、
自治体との交流会を主な活動内容としています。
2008年度は
（１）2009年1月23日に「第3回自治体と事業者の交流会」
（２）自治体の実態調査
を実施してきました。

（１）第3回自治体と事業者の交流会
2008年度で第3回目の自治体と事業者の交流会を開催しました。

関連ウェブサイト
当推進協議会ホームページ
http://www.pprc.gr.jp/seminar/2009022713302721.html

（２）自治体における2008年度実態調査のまとめ
2008年度は、ベール品質向上のための改善策などを中心に調査し、取り組
み内容ごとの削減効果、品質向上効果などを以下のようにまとめました。

１）自治体の容リプラ収集における改善策とその効果
２）異物類分析
３）容リ対象の分別収集物として
４）自治体から寄せられた識別表示の問題点・意見について
５）レジ袋有料化について
６）容リプラの有料化の取り組み状況について

11




